
出題された論点 難易度

第一問 問１ 住所の意義 ×

贈与税の課税価格（令和３年分の課税価格算入額） 〇

贈与税の納税義務者 〇

贈与税の課税財産の範囲 〇

財産の所在 ×

贈与税の課税価格（法21の２③） 〇

問２ 趣旨 △

持分の定めのない法人に対する課税 〇

特別の法人から受ける利益に対する課税 〇

第二問 １ 相続人・相続分 〇

２ 財産評価

　①　宅地Ｇ（敷地利用権） ×

　②　家屋H（配偶者居住権） ×

　③　宅地G（敷地所有権） ×

　④　家屋H（所有権） ×

　⑤　宅地Ｉ 〇

　⑥　家屋Ｊ 〇

　⑦　宅地Ｋ 〇

　⑧　家屋Ｍ 〇

　⑨　附属設備Ｎ 〇

　⑩　Ｐ社株式（取引相場のない株式）

　　イ　評価方式の判定 〇

　　ロ　１株当たりの純資産価額 〇

　　ハ　類似業種比準価額 〇

　　ニ　配当還元価額 〇

　⑪　Ｏ社株式 〇

　⑫　株式無償交付期待権 〇

　⑬　家庭用財産 〇

　 　⑭　その他の財産（措法70の非課税） 〇

３ 小規模宅地等の特例 ×

４ みなし取得財産

　①　生命保険金等 〇

　②　生命保険契約に関する権利 〇

　③　債務免除等による利益（みなし個人） 〇

５ 債務・葬式費用 〇

６ 生前贈与

　①　住宅取得等資金の非課税 △

　②　負担付贈与 〇

　③　その他の利益の享受 △

７ 相続税の総額の計算 〇

８ 税額控除等

　①　相続税額の加算 △

　②　贈与税額控除（暦年） △

　③　配偶者の税額軽減 ×

　④　未成年者控除 △

　⑤　障害者控除 △

難易度の「〇」は出来なければいけない部分

　　　　　　「×」は出来なくてもよい部分を示す
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　　　　　　「△」は出来てほしい部分

問題番号


